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市制施行５０周年を記念し、本市の名誉市民
である宮崎駿氏（スタジオジブリ）に描いてい
ただいた市のイメージキャラクターです。
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月　

日（
金
）

１２

２５

納
期
限
の

お
知
ら
せ

主
な
内
容

◆健康ガイド
薬物乱用防止ポスター・
標語展示会、むし歯予防
教室、両親学級たんぽぽ
クラス　ほか …６面

◆福祉のひろば
成人式を迎える障がいの
ある方に祝品を贈呈、さ
くら健康クラブ利用者募
集　ほか …６面

◆催し
ゴスペル・ミニ・コンサ
ート、外国籍の方向けう
どん打ち体験会・懇親会
ほか …１１・１２面

◆お知らせ
パブリックコメント募集、JR武蔵小
金井駅西側に「ｎｏｎｏｗａ口」開
設、非常勤嘱託職員募集、平成２６年
度決算の概要　ほか…２～１０、１２面

納付書裏面等に記載の場所で納付してください。
便利な口座振替をご利用ください。

固定資産税・都市計画税 … 第３期分
国民健康保険税 ……………第６期分
後期高齢者医療保険料 ……第６期分
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納
期
限
経
過
後
は
、
納
期
限
の

翌
日
か
ら
納
付
の
日
ま
で
の
期
間

の
日
数
に
応
じ
て
延
滞
金
が
加
算

さ
れ
ま
す
。

　

督
促
や
催
告
な
ど
、
再
三
の
お

願
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
納
付
が
な

い
場
合
、
財
産
（
給
与
、
預
貯
金
、

不
動
産
な
ど
）
を
調
査
し
、
差
し

押
さ
え
に
よ
る
滞
納
処
分
が
課
せ

ら
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

 　

平
成　

年
１
月
～　

月
に
納
付

２７

１２

し
た
国
民
健
康
保
険
税
・
国
民
年

保
険
料
（
税
）
は 

所
得
控
除
の
対
象
で
す

金
保
険
料
・
後
期
高
齢
者
医
療
保

険
料
・
介
護
保
険
料
は
、
所
得
税

の
確
定
申
告
お
よ
び
市
・
都
民
税

申
告
の
際
、
社
会
保
険
料
と
し
て

所
得
か
ら
控
除
さ
れ
ま
す
。

　

平
成　

年
中
に
納
め
た
金
額
を

２７

確
認
の
う
え
、
申
告
し
て
く
だ
さ

い
。
な
お
、
申
告
の
際
は
、
国
民

年
金
保
険
料
以
外
は
証
明
書
類
を

添
付
す
る
必
要
が
あ
り
ま
せ
ん
。

 　

各
種
税
金
、
保
険
料
の
口
座
振

替
は
、
納
期
限
に
合
わ
せ
て
、
指

定
し
た
金
融
機
関
の
口
座
か
ら
自

動
的
に
引
き
落
と
し
が
で
き
る
た

め
、
便
利
で
確
実
で
す
。

　

申
込
方
法
等
詳
し
く
は
、
各
係

ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

納
め
忘
れ
の
な
い 

口
座
振
替
の
ご
利
用
を

　

各
種
税
金
・
保
険
料
は
、
さ
ま

ざ
ま
な
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
た

め
の
大
切
な
財
源
で
す
。
納
め
忘

れ
が
あ
り
ま
し
た
ら
、
至
急
、
納

付
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

納
期
内
に
納
め
る
こ
と
が
困
難

な
方
は
、
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

 　

市
税
は
、
市
民
サ
ー
ビ
ス
や
各

種
事
業
な
ど
の
大
切
な
財
源
で

す
。

　
　

月
は
固
定
資
産
税
・
都
市
計

１２
画
税
第
３
期
の
納
期
で
す
。
ま

た
、
市
・
都
民
税
第
３
期
、
軽
自

動
車
税
の
納
め
忘
れ
は
あ
り
ま
せ

ん
か
。

問
合
先　

納
税
課
納
税
係
（
☎　
０４２

儿　

儿
９
８
２
３
）

３８７

 　

国
民
健
康
保
険
制
度
は
、
加
入

者
の
皆
さ
ん
か
ら
の
保
険
税
と
国

の
負
担
金
で
賄
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

し
か
し
、
年
々
増
え
続
け
る
医

市　

税

国
民
健
康
保
険
税

療
費
に
対
応
で
き
ず
、
都
の
補
助

金
や
一
般
会
計
（
市
税
）
か
ら
の

援
助
を
受
け
て
運
営
し
て
い
る
の

が
実
情
で
す
。
制
度
を
維
持
し
て

い
く
た
め
に
は
、
皆
さ
ん
の
日
常

的
な
健
康
管
理
と
保
険
税
を
納
め

て
い
た
だ
く
こ
と
が
基
本
で
す
。

　

一
度
に
納
め
る
こ
と
が
困
難
な

方
に
は
、
分
納
な
ど
の
方
法
も
あ

り
ま
す
。
納
付
書
の
再
発
行
、
年

金
天
引
き（
特
別
徴
収
）か
ら
口
座

振
替
へ
の
変
更
手
続
等
、
詳
し
く

は
、
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
合
先　

▽
賦
課
に
つ
い
て
＝
保

険
年
金
課
国
民
健
康
保
険
係
（
☎

　

儿　

儿
９
８
３
２
）
▽
納
付
に

０４２

３８７

つ
い
て
＝
納
税
課
納
税
係
（
☎　
０４２

儿　

儿
９
８
２
３
）

３８７

 　
　

歳
以
上
の
方
ま
た
は　

歳
以

７５

６５

上
で
東
京
都
後
期
高
齢
者
医
療
広

域
連
合
の
障
害
認
定
を
受
け
て
い

る
方
の
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料

は
、
年
金
か
ら
天
引
き
（
特
別
徴

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料

収
）
さ
れ
る
か
、
市
か
ら
送
付
す

る
納
付
書
で
納
付
ま
た
は
口
座
振

替
（
い
ず
れ
も
普
通
徴
収
）
し
て

い
た
だ
き
ま
す
。

　

納
付
書
の
再
発
行
、
年
金
天
引

き
か
ら
口
座
振
替
へ
の
変
更
手
続

等
、
詳
し
く
は
、
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

問
合
先　

保
険
年
金
課
高
齢
者
医

療
係
（
☎　

儿　

儿
９
８
３
４
）

０４２

３８７

 　
　

歳
以
上
の
方
の
介
護
保
険
料

６５
は
、
年
金
か
ら
天
引
き
（
特
別
徴

収
）
さ
れ
る
か
、
市
か
ら
送
付
す

る
納
付
書
で
納
付
（
普
通
徴
収
）

し
て
い
た
だ
き
ま
す
。
納
付
書
を

紛
失
し
た
場
合
は
、
再
発
行
し
ま

す
の
で
、
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

　

介
護
保
険
料
を
未
納
の
ま
ま
に

し
て
お
く
と
、
２
年
を
経
過
し
た

時
点
で
時
効
消
滅
し
、
納
付
す
る

こ
と
が
で
き
な
く
な
り
、
い
ざ
サ

ー
ビ
ス
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き

に
保
険
給
付
が
制
限
さ
れ
ま
す
。

問
合
先　

介
護
福
祉
課
介
護
保
険

係
（
☎　

儿　

儿
９
９
２
１
）

０４２

３８７

 　

国
民
年
金
は
、
日
本
国
内
に
住

む　

歳
か
ら　

歳
未
満
の
す
べ
て

２０

６０

の
人
（
厚
生
年
金
・
共
済
組
合
加

入
者
を
除
く
）
が
加
入
し
、
保
険

料
を
納
め
、
支
え
合
う
制
度
で

す
。

　

年
金
の
受
給
資
格
を
得
る
と
、

生
涯
に
わ
た
り
、
老
齢
基
礎
年
金

が
受
け
ら
れ
ま
す
。
ま
た
、
一
定

の
要
件
を
満
た
す
こ
と
で
、
万
が

一
の
病
気
や
け
が
で
障
が
い
が
残

っ
た
場
合
に
障
害
基
礎
年
金
を
、

死
亡
時
に
遺
族
基
礎
年
金
等
を
受

け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

国
民
年
金
保
険
料
は
納
付
書
・

口
座
振
替
・
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド

等
で
納
め
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

問
合
先　

市
保
険
年
金
課
国
民
年

金
係
（
☎　

儿　

儿
９
８
４

０４２

３８７

４
）
、
立
川
年
金
事
務
所
（
☎　
０４２

儿　

儿
０
３
５
２
）

５２３

介
護
保
険
料

国
民
年
金
保
険
料

納
め
忘
れ
は
あ
り
ま
せ
ん
か

市
税
・
国
民
健
康
保
険
税
・ 

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
・

介
護
保
険
料
を 

滞
納
す
る
と
…
…

 　

平
成
７
年　

月　

日
ま
で
に
生

１２

１４

ま
れ
、
平
成　

年
９
月
５
日
以
前

２７

か
ら
引
き
続
き
小
金
井
市
に
住
所

が
あ
り
、
住
民
基
本
台
帳
に
記
録

さ
れ
選
挙
人
名
簿
に
登
録
さ
れ
て

い
る
方
が
、
投
票
で
き
ま
す
。

　

な
お
、　

月　

日
以
降
、
市
内

１１

２７

で
住
所
を
移
し
た
方
は
、
前
の
住

所
地
の
投
票
所
で
投
票
し
て
く
だ

さ
い
。

 　

は
じ
め
に
市
長
選
挙
の
投
票

（
白
色
の
投
票
用
紙
）
を
行
い
、

次
に
市
議
会
議
員
補
欠
選
挙
の
投

票
用
紙
（
さ
く
ら
色
）
を
受
け
取

投
票
で
き
る
方

投
票
の
ご
注
意

り
、
投
票
し
ま
す
。

　

投
票
用
紙
に
は
、
候
補
者
の
氏

名
を
一
人
だ
け
は
っ
き
り
と
お
書

き
く
だ
さ
い
。

　

候
補
者
の
氏
名
以
外
の
こ
と
を

書
く
と
、
無
効
に
な
る
お
そ
れ
が

あ
り
ま
す
。

 　

身
体
が
不
自
由
で
書
く
こ
と
が

困
難
な
方
は
、
代
理
投
票
（
係
員

が
代
筆
）
が
で
き
ま
す
。

　

ま
た
、
目
の
不
自
由
な
方
は
、

点
字
に
よ
る
投
票
が
で
き
ま
す
。

 
と　

き　
　

月
７
日
（
月
）
～　

１２

１２

日
（
土
）
午
前
８
時　

分
～
午
後

３０

代
理
・
点
字
投
票

期
日
前
投
票
・
不
在
者
投

期
日
前
投
票
・
不
在
者
投
票票

８
時

と
こ
ろ　

市
役
所
第
二
庁
舎
６
階

（
期
日
前
投
票
所
＝　

会
議
室
、

６０１

不
在
者
投
票
所
＝
選
挙
管
理
委
員

会
事
務
局
）

〈
期
日
前
投
票
〉

　

投
票
日
に
、
仕
事
や
旅
行
・
レ

ジ
ャ
ー
・
冠
婚
葬
祭
等
の
用
務
が

あ
る
方
は
、
期
日
前
投
票
所
で
投

票
が
で
き
ま
す
。

【
宣
誓
書
（
兼
請
求
書
）
】

　

入
場
整
理
券
の
裏
面
に
期
日
前

投
票
用
の
「
宣
誓
書
（
兼
請
求

書
）
」を
印
刷
し
て
い
ま
す
の
で
、

あ
ら
か
じ
め
記
入
し
て
お
持
ち
い

た
だ
く
と
ス
ム
ー
ズ
に
投
票
で
き

ま
す
。

※　

投
票
日
当
日
（　

月　

日
）

１２

１３

に
投
票
さ
れ
る
方
は
、
記
入
す

る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

〈
不
在
者
投
票
〉

▽　

投
票
日
に
、
病
院
・
老
人
ホ

ー
ム
な
ど
に
入
院
等
し
て
い
る

方
は
、
そ
の
施
設
が
不
在
者
投

票
指
定
施
設
で
あ
れ
ば
、
そ
の

施
設
内
で
投
票
で
き
ま
す
。
早

め
に
施
設
の
方
に
申
し
出
て
く

だ
さ
い
。

▽　

投
票
日
に
、
仕
事
や
出
産
な

ど
の
理
由
で
市
外
に
滞
在
す
る

方
は
、
滞
在
地
の
選
挙
管
理
委

員
会
で
不
在
者
投
票
が
で
き
ま

す
。
小
金
井
市
の
選
挙
管
理
委

員
会
に
、
不
在
者
投
票
の
請
求

を
し
て
く
だ
さ
い
。

▽　

投
票
日
前
に
投
票
す
る
時
点

で
は　

歳
で
、
投
票
日
に
は　

１９

２０

歳
に
な
る
方
は
、
不
在
者
投
票

に
な
り
ま
す
。

 　
　

月　

日
（
日
）
午
後
９
時
か

１２

１３

ら
、
総
合
体
育
館
で
開
票
を
行
い

ま
す
。
市
内
の
有
権
者
は
ど
な
た

で
も
参
観
で
き
ま
す
。

　

な
お
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
開

票
速
報
を
掲
載
し
ま
す
。

開　

票

投票区域・投票所全図

投 票 区
投票区域
投 票 所

①～⑳

N 小
金
井
市
長
選
挙

小
金
井
市
議
会
議
員
補
欠
選
挙

市
税
・
国
民
健
康
保
険
税
・
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
・

介
護
保
険
料
・
国
民
年
金
保
険
料

　

任
期
満
了
に
伴
う
市
長
選
挙
と
欠
員
（
２
人
）
を
補
充
す
る
た
め

の
市
議
会
議
員
補
欠
選
挙
は
、　

月
６
日
（
日
）
に
告
示
、　

日

１２

１３

（
日
）
に
投
開
票
が
行
わ
れ
ま
す
。
貴
重
な
一
票
を
無
駄
に
し
な
い

よ
う
、
必
ず
投
票
に
行
き
ま
し
ょ
う
。

問
合
先　

選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局
（
市
役
所
第
二
庁
舎
６
階
☎　
０４２

儿　

儿
９
８
８
１
）

３８７ 投
票
日
は　

月　

日
（
日
）　

午
前
７
時
〜
午
後
８
時

１２

１３


